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第１章 一般事項 

 

１　適用範囲 

・本特記仕様書は、『令和８年度　農業集落排水事業　北割北地区浄化センター　上澄

水排出装置修繕工事』に適用する。 

 

 

２　設計図書 

　　・設計図書とは、設計書、図面、仕様書をいう。 

 

 

３　疑義に対する協議 

　　・設計図書に明記のない場合、又は疑いを生じた場合は、監督員と協議の上、決定 

するものとする。 

 

 

４　業務 

・請負者は、この特記仕様書によるほか、契約書・設計書及びその他関係書類等に 

基づき、誠実かつ完全に業務を完了しなければならない。 

　　・請負者は、本工事施工にあたり諸法規を遵守しなければならない。 

　　・請負者は、本工事施工にあたり諸規格に準拠しなければならない。 

 

 

５　関係官公署への手続き等 

　　・請負者は、本工事施工にあたり関係官公署に対する手続きが必要な場合、請負者に 

　　　おいて迅速に行わなければならない。 

 

 

６　提出書類 

（１）作業(完了)結果報告書　　・・・・・・・・・・・・・・・・・　１部 

（２）作業記録写真（着工前・作業状況を示すもの・完了）　・・・・　１部 

（３）着手届、工程表、作業責任者通知、完了届　・・・・・・・・・　１部 

 

 

 

 



７　その他 

（１） 修繕対象設備がその機能を充分発揮できるよう誠実に行うこと。 

（２） 当該機器の修繕に際しては、監督員と事前に充分協議し、監督員の立会いのも

とで作業を実施すること。 

（３） 本修繕対象の機器は、運用上重要な設備であり、稼働中の設備と連携しており、

作業に際しては専門の技術を要するので、機器の構造・取り扱いを熟知した作

業経験を有する技術員を配置して行うこと。 

（４） 安全管理に充分な配慮をすること。 

（５） 工事施工に伴う災害及び公害の防止に努める事。 

（６） 作業中、異常が発見された場合には、ただちに監督員の確認を得るとともに、 

その処置について指示・助言を行うこと。 

　　（７）本工事において発生した廃棄物は受注者の責において適正に処分すること。 

（８）この仕様書に定めのない事項については、別途監督員と協議すること。 

 

 

 

第２章 工事概要・仕様 

 

１　工事概要 

(１)工事名　　　令和８年度　農業集落排水事業　北割北地区浄化センター 

上澄水排出装置修繕工事 

(２)工事箇所　　駒ヶ根市　赤穂 1692 番地 1 

　　(３)履行期間　　契約の日から、令和 8年 9月 30 日までとする。 

　　　　　　　　　　（業務報告書、業務写真等の書類提出をもって完了とする。） 

　　(４)工事内容　　上澄水排出装置修繕　一式 

　　(５)仕様等　　　・既設仕様：株式会社ツバキＥ＆Ｍ 

　　　電動シリンダー　LPTC1000T11XK4JF-TK 

　　　　　　　　　　　　　※既設仕様については『参考図』を参照のこと。 

・本工事において部品交換を実施する主な箇所については 

　　　　　　　　　　　『構造図１』の着色部とする。 

 

以上


